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「
暮
年
記
」
の
執
筆
時
期

イ左

藤

道

生

「
暮
年
記
」
は
白
河
院
政
の
実
務
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
大
江
匡
一
局
（
一
O
四
一
i

一
一
一
一
）
の
自
伝
的
内
容
を
有
す
る
作
品
で
あ
る
。

題
名
が
示
す
と
お
り
、
匡
房
が
「
暮
年
」
す
な
わ
ち
晩
年
の
あ
る
時
期
、
自
ら
の
生
涯
を
ふ
り
か
え
っ
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「
記
」
は
本
来
彼
の
自
撰
詩
集
に
序
文
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
後
に
詩
集
か
ら
独
立
し
て
「
記
」
と
し
て
読
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
本
体
の
『
暮
年
詩
集
』
（
仮
に
こ
う
名
づ
け
る
）は
早
く
に
散
侠
し
、
序
文
の
「
記
」
の
み
が
『
本
朝
続
文
粋
』
と
『
朝
野
群
載
」

と
に
収
め
ら
れ
て
現
存
す
る
。

（
一
）
（
一
一
）

「
暮
年
記
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
大
曾
根
章
介
氏
と
後
藤
昭
雄
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
注
釈
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
文
学
史
的
意
義
も
述

べ
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
但
、
本
作
品
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
大
曾
根
氏
は
「
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
末
尾
に
「
寛
治
以
後
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
晩
年
の
五
十
歳
以
後
の
作
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
」
と
さ
れ
、
後
藤
氏
は
そ
の
論
旨
と
直
接
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
漠
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然
と
「
晩
年
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
き
私
見
を
の
べ
て
み
た
い
。

考
察
を
加
え
る
に
先
立
っ
て
「
暮
年
記
」
の
内
容
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
篇
の
概
要

を
箇
条
書
き
に
し
て
示
そ
う
。

1

）
私
は
四
歳
か
ら
書
籍
を
読
み
始
め
た
。

2

）
八
歳
で
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
に
通
暁
し
た
。

（4
）
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
た
太
政
大
臣
源
師
房
は
私
を
召
し
、
試
み
に
「
雪
裏
看
松
貞
」
と
い
う
詩
題
を
与
え
て
詩
を
作
ら
せ
た
。
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（3
）
十
一
歳
の
と
き
始
め
て
詩
を
賦
し
て
神
童
と
称
え
ら
れ
た
。

そ
の

場
に
は
長
老
大
江
時
棟
も
い
た
が
、
私
は
い
さ
さ
か
も
滞
る
こ
と
な
く
一
篇
の
詩
を
書
き
上
げ
、
師
房
を
驚
歎
さ
せ
た
。

（5
）
宇
治
関
白
太
政
大
臣
藤
原
頼
通
も
ま
た
私
を
百
し
て
試
み
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

私
は
そ
の
日
が
道
長
公
の
忌
日
に
当
っ
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
賦
詩
を
辞
退
し
た
。
頼
通
は
私
を
相
し
て
必
ず
や
大
位
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。

（6
）
肥
前
守
中
原
長
国
は
曾
祖
父
大
江
匡
衡
の
弟
子
で
、
当
時
任
国
に
あ
っ
た
が
、

私
の
詩
草
を
見
て
、
書
面
で
祝
賀
し
た
。

（7
）
十
六
歳
の
と
き
「
秋
日
閑
居
賦
」
を
作
り
、
大
学
頭
藤
原
明
衡
に
認
め
ら
れ
た
。
後
に
作
っ
た
「
落
葉
埋
泉
石
」
詩
も
明
衡
は
評
価

し
て
く
れ
た
。

（8
）
文
章
博
士
菅
原
定
義
は
我
が
師
の
右
大
弁
平
定
親
に
向
っ
て
、
定
義
は
は
じ
め
匡
房
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ご
ろ
作
る
詩
文
は



日
々
上
達
し
て
い
る
と
褒
め
た
。

（9
）
大
納
言
太
宰
権
帥
の
源
経
信
は
私
の
詩
文
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、ま
た
私
の
官
位
昇
進
に
絶
え
ず
助
力
推
薦
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

（
叩
）
肥
後
守
源
時
綱
は
私
の
「
京
極
前
大
相
国
辞
関
白
第
三
表
」
と
「
右
府
室
家
為
亡
息
后
被
供
養
堂
願
文
」
を
評
し
て
、
す
で
に
大
江

匡
衡
の
域
に
達
し
て
い
る
と
称
讃
し
た
。

（
日
）
伊
賀
守
惟
宗
孝
言
と
掃
部
頭
大
江
佐
国
は
私
の
「
円
徳
院
供
養
願
文
」
と
「
京
極
前
大
相
国
辞
関
白
第
三
表
」
を
見
て
深
く
感
歎
し

た
。（

ロ
）
式
部
大
輔
藤
原
実
綱
は
私
の
執
筆
し
た
「
高
麗
返
牒
」
を
見
て
心
伏
し
た
。

（
日
）
右
中
弁
藤
原
有
信
は
私
の
詩
文
を
見
て
感
涙
に
む
せ
ん
だ
。

14 

と
こ
ろ
が

こ
こ
し
ば
ら
く
の
聞
に
私
を
認
め
て
く
れ
た
右
の
人
々
が
相
い
次
い
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
理
解
者
の
全
く
い
な
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い
中
で
従
前
ど
お
り
に
詩
文
を
作
る
の
は
つ
ら
く
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
日
）
し
た
が
っ
て
寛
治
年
間
以
後
、
詩
文
は
儒
者
と
し
て
の
責
務
を
果
す
の
み
に
と
ど
め
、
敢
え
て
推
敵
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
く
な
っ

た
。
こ
う
し
て
感
興
に
ま
か
せ
て
一
人
詠
吟
し
た
詩
作
も
一
巻
を
成
す
に
至
っ
た
の
で
、

（
一
一
一
）

の
こ
そ
う
と
思
う
。

そ
の
聞
の
経
緯
を
以
上
の
よ
う
に
記
し
て
後
世
に

こ
の
詩
集
の
編
纂
が
い
つ
行
な
わ
れ
、
「
記
」
が
い
つ
執
筆
さ
れ
た
の
か
、
文
中
に
そ
の
記
載
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
内
部
徴
証
か

ら
、
ま
ず
執
筆
の
上
限
を
き
ぐ
っ
て
み
よ
う
。
手
懸
り
は
、
匡
房
の
文
才
を
認
め
て
く
れ
た
人
物
と
し
て
十
一
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
後
、



「
頃
年
以
来
、
此
く
の
如
き
の
人
、
皆
以
て
物
故
す
。
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
で
最
も
後
ま
で
生
存
し
て
い
た
の
は
藤
原

有
信
で
、
彼
は
承
徳
三
年
（
一
O
九
九
）
七
月
十
一
日
に
六
十
歳
で
没
し
て
い
る
（
『
中
右
記
』
）
。
従
っ
て
「
記
」
の
執
筆
は
こ
れ
以
後
の
こ

と
で
あ
る
。
権
中
納
言
大
江
匡
房
は
永
長
二
年
（
一
O
九
七
）
三
月
、
源
経
信
の
死
闘
を
補
っ
て
太
宰
権
帥
を
兼
ね
、
翌
承
徳
二
年
九
月
下

向
し
た
。
大
宰
府
に
は
四
年
間
滞
在
し
、
康
和
四
年
（
一
一

O
二
）
正
月
辞
任
し
、
同
年
六
月
帰
洛
し
た
。
匡
房
は
赴
任
し
て
一
年
足
ら
ず

の
う
ち
に
有
信
の
計
報
に
接
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
執
筆
の
下
限
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
「
記
」
の
内
容
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
に
『
江
談
抄
』
巻
五
「
都
督
自
讃
事
」
が
あ
る
。
『
江

談
抄
』
は
匡
房
の
言
談
を
文
章
生
蔵
人
藤
原
実
兼
が
主
と
し
て
筆
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
匡
房
の
生
の
声
を
か
な
り
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
章
段
は
、
そ
の
生
涯
を
回
顧
し
て
自
讃
の
数
々
を
列
挙
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
記
」
の
内
容
と
一
致
す
る
所
が
多
い
。
左

都
督
又
云
ふ
、
身
に
取
り
て
自
讃
十
余
有
り
。
そ
の
中
、
八
歳
に
し
て
「
史
記
』
に
通
ず
。
四
歳
に
し
て
書
を
読
む
。
十
六
歳
の
と
き
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に
書
き
下
し
て
掲
げ
る
。

「
秋
日
閑
居
賦
」
を
作
る
。
そ
の
一
句
に
一
五
ふ
、
「
李
広
漠
室
之
飛
将
也
、
ト
宅
於
臨
山
、
疋
輩
越
国
之
賢
相
也
、
避
禄
於
湖
水
。
」
と

一
五
々
。明
衡
朝
臣
深
く
以
て
こ
れ
に
感
ず
。
又
「
落
葉
埋
泉
石
」
詩
に
「
羊
子
碑
文
嵐
後
隠
、
准
南
薬
色
浪
中
深
。
」
と
云
々
。
安
楽
寺

の
御
殿
鳴
る
序
の
一
句
に
云
ふ
、
「
尭
女
廟
荒
、
春
竹
染
一
掬
之
涙
、
徐
君
墓
古
、
秋
松
懸
三
尺
之
霜
。
難
垂
異
代
之
名
、
皆
非
同
日
之

論
。
」
と
云
々
。
又
云
ふ
、
高
麗
よ
り
医
師
を
申
す
返
牒
に
云
ふ
、
「
双
魚
猶
難
達
鳳
池
之
月
、
扇
鵠
何
人
鶏
林
之
雲
。
」
と
。
是
れ
則
ち

承
暦
四
年
の
事
な
り
。
そ
の
後
鎮
西
に
赴
く
の
目
、
宋
朝
の
買
人
云
ふ
、
宋
の
天
子
、鍾
愛
賞
翫
有
る
の
句
に
し
て
、
百
金
を
以
て
一

篇
に
換
へ
ん
と
す
る
の
句
な
り

と

き
て
、

両
者
を
比
べ
る
と
、
『
抄
』
に
見
え
て
「
記
」
に
は
な
い
記
述
が
二
箇
所
ほ
ど
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
傍
線
部
分
が
そ
れ



に
あ
た
る
。

一
つ
は
康
和
四
年
三
月
三
日
、
匡
房
が
大
宰
府
安
楽
寺
で
曲
水
宴
を
行
な
っ
た
と
き
、
匡
房
の
執
筆
し
た
「
紫
流
叶
勝
遊
」
詩

序
に
、
安
楽
寺
に
嗣
ら
れ
る
天
神
が
感
応
し
て
殿
舎
を
鳴
動
さ
せ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

こ
れ
は
周
年
正
月
の
内
宴
で
起
き
た
同
様
の
事
件
と
と
も
に
『
江
談
抄
』
巻
六
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

又
問
ひ
て
云
ふ
、
江
都
督
、
西
府
安
楽
寺
に
し
て
序
を
作
る
の
時
、
御
殿
の
戸
鳴
る
の
由
、
風
聞
す
。
件
の
事
、
実
や
否
や
未
だ
決
せ

ず
。
如
何
、
と
。
答
へ
ら
れ
て
云
ふ
、
件
の
事
、
都
督
談
ぜ
ら
れ
て
云
ふ
、
内
宴
に
序
を
作
る
の
時
、
御
殿
の
辺
に
人
有
る
が
如
し
。

そ
の
中
の
句
を
詠
ず
。
府
官
ら
見
聞
す
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
件
の
夜
、
依
属
す
れ
ど
も
事
に
疑
ひ
有
り
。
後
日
、
曲
水
宴
の
序
、
披

講
す
る
の
時
、
御
殿
の
戸
に
声
有
り
。
満
座
の
府
官
僚
下

一
人
も
遺
ら
ず
皆
以
て
こ
れ
を
聞
く
、
と
。
僕
又
間
ひ
て
云
ふ
、
件
の
声
、

何
許
り
か
、
と
。
答
へ
ら
れ
て
云
ふ
、
雷
の
如
し
。
敢
へ
て
事
の
疑
ひ
無
し
。
又
件
の
序
を
書
く
の
時
、
夢
中
に
人
有
り
て
、
告
げ
て

飲
欲
止
。
」
の
句
有
り
。
柳
中
は
秋
の
事
な
り
。
春
の
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
覚
悟
し
て
直
す
、と
云
々
。
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云
ふ
、
此
の
序
の
中
に
失
誤
有
り
。
直
す
べ
し
、
と
。
夜
夢
忽
ち
に
驚
き
、
反
覆
し
て
件
の
序
を
見
る
に
、
「
柳
中
之
景
己
暮
、
花
前
之

匡
房
自
讃
の
句
は
、
試
み
に
訳
せ
ば
「
む
か
し
亮
女
二
妃
は
虞
舜
の
死
を
悼
み
、
廟
前
に
栽
え
た
竹
が
ま
だ
ら
に
染
ま
る
ほ
ど
涙
を
ふ
り

し
ぼ
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
呉
の
季
札
は
徐
君
の
墓
前
に
、
生
前
欲
し
が
っ
て
い
た
名
剣
を
供
え
て
や
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

世
に
名
高
い
哀
悼
の
故
事
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
も
菅
原
道
真
公
が
嗣
ら
れ
て
い
る
さ
ま
と
同
様
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
安

楽
寺
聖
廟
に
差
め
ら
れ
た
供
物
の
重
々
し
き
は
、
虞
舜
や
徐
君
に
対
す
る
比
で
は
な
い
）
。
」
ほ
ど
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て

語
っ
た
匡
房
の
本
意
は
、
道
真
の
権
威
を
称
揚
し
た
詩
序
の
出
来
映
え
に
天
神
は
感
じ
て
殿
舎
を
鳴
動
き
せ
た
の
だ
と
誇
り
た
い
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
承
暦
四
年
に
執
筆
し
た
「
高
麗
返
牒
」
に
ま
つ
わ
る
事
件
で
あ
る
。
前
年
、
医
師
の
派
遣
を
要
請
す
る
旨
の
牒
状
が
高
麗
国

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
陣
定
で
は
賛
否
両
論
、

紛
糾
を
き
わ
め
た
が
、
結
局
関
白
藤
原
師
実
の
夢
想
に
よ
り
派
遣
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
、



そ
の
返
牒
を
匡
房
が
執
筆
し
た
の
で
あ
る
（
『
帥
記
』
「
水
左
記
』
）
。
「
高
麗
返
牒
」
が
匡
房
の
自
信
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
記
」
に
も
藤
原
実

綱
の
讃
辞
と
と
も
に
触
れ
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
後
日
、
匡
房
が
大
宰
府
に
赴
任
し
た
と
き
、
宋
の
商
人
か
ら
一
篇
中
の
対
句
が
皇
帝

鍾
愛
の
句
で
あ
る
と
絶
讃
さ
れ
た
事
は
「
記
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
問
題
の
佳
句
は
牒
状
の
末
尾
に
位
置
し
、
「
貴
国
か
ら
の
牒
状
は
（
牒
と

し
て
の
形
式
が
整
っ
て
い
な
い
た
め
）

や
は
り
宮
中
に
通
達
す
る
こ
と
が
偉
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
医
師
を
貴
国
に
派
遣
す
る
こ
と

池
の
意
）
と
「
鶏
林
」
（
高
麗
の
通
称
） 一

聯
の
眼
目
は
「
双
魚
」
（
書
状
の
意
）
と
「
扇
鵠
」
（
名
医
の
名
）
と
の
字
対
、
「
鳳
池
」
（
宮
中
の

（
四
）

と
の
奇
対
な
ど
を
駆
使
し
て
対
句
を
形
成
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

は
で
き
な
い
。
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

以
上
の
二
件
は
い
す
れ
も
太
宰
権
帥
時
代
の
自
讃
で
あ
り
、
前
者
は
菅
原
道
真
の
霊
魂
を
感
動
せ
し
め
、
後
者
は
宋
の
皇
帝
を
感
伏
せ
し

（
五
）

め
た
と
い
う
、
匡
房
に
と
っ
て
は
名
誉
こ
の
上
な
い
事
件
な
の
で
あ
っ
た
。
因
み
に
匡
房
は
後
年
、
自
邸
に
詩
宴
を
催
し
た
折
、
孫
の
匡
輔

（
六
）

に
代
っ
て
詩
序
を
執
筆
し
、
そ
の
冒
頭
に
、

都
督
前
納
言
尊
閣
は
、
八
葉
径
す
の
国
宝
を
懐
き
、
三
代
函
丈
の
帝
師
た
り
。
文
、
聖
廟
を
感
ぜ
し
め
、
名
、
宋
朝
に
逸
る
。
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（
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
八
「
秋
深
夜
漏
閑
」
詩
序
。
原
漢
文
）

と
記
し
た
。
傍
線
部
分
は
ま
さ
に
大
宰
府
に
お
け
る
両
自
讃
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
件
こ
そ
晩
年
の
匡
房
に
と
っ
て
第
一
に
誇
る

べ
き
大
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
大
宰
府
時
代
の
白
讃
が
「
記
」
に
見
え
な
い
と
い
う
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
も
し
「
記
」
が
康
和
四
年
大
宰
府

よ
り
帰
洛
し
て
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
宰
府
時
代
の
逸
話
が
記
き
れ
て
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
記
」

は
少
な
く
と
も
右
の
二
つ
の
事
件
が
起
き
る
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
七
）

と
こ
ろ
で
、
別
表
に
示
し
た
如
く
、
大
宰
府
時
代
の
匡
房
は
か
な
り
意
欲
的
に
文
学
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
彼
の
こ
う
い
っ
た
行
動
的



な
姿
と
、
「
記
」
の
結
び
に
見
え
る
「
文
章
は
敢
へ
て
深
く
思
は
ず
、
唯
に
翰
墨
の
責
を
避
く
る
の
み
。
」
な
ど
と
い
う
冷
め
き
っ
た
言
辞
と

は
全
く
符
合
し
な
い
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
「
記
」
の
執
筆
は
、
匡
房
が
積
極
的
に
文
学
活
動
を
開
始
す
る
直
前
に
行
な
わ
れ
た
と
見
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
執
筆
の
上
限
が
承
徳
三
年
七
月
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
同
定
す
る
な

ら
ば
、
「
暮
年
記
」
の
執
筆
は
大
宰
府
赴
任
か
ら
一
年
ほ
ど
経
過
し
た
頃
の
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、そ
れ
が
序
文
と
し
て
冠
せ
ら
れ
た
『
暮

年
詩
集
』
は
寛
治
か
ら
承
徳
に
か
け
て
の
約
十
年
間
の
詩
作
を
収
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
詩
集
に
大
宰
府
赴
任
後
の
詩
作
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
に
掲
げ
る
『
榔
金
抄
』
絶
句
部
、人
事
に
見
え
る
藤
原
成
季

の
一
聯
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

倫
見
下
大
府
参
一
一
安
楽
寺
一
詩
r
賦
一
一
一
絶
」
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二
百
韻
詩
雄
一
一
窃
棄
」
漢
家
日
域
未
一
一
曾
有

J
成
季

「
大
府
」
は
大
蔵
卿
の
唐
名
で
あ
る
。
匡
一
局
は
天
永
二
年
七
月
二
十
九
日
大
蔵
卿
と
な
り
、
同
年
十
一
月
五
日
間
官
の
ま
ま
亮
じ
た
。
題

辞
に
極
官
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
成
季
の
詩
は
匡
房
の
没
後
に
賦
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
参
安
楽
寺
詩
」
は
安
楽
寺
満
願

院
の
落
慶
供
養
を
翌
月
に
控
え
た
康
和
二
年
八
月
に
賦
し
た
二
百
韻
四
百
句
に
及
ぶ
五
言
古
調
詩
（
『
本
朝
統
文
粋
』
巻
二
で
あ
る
。
も
し

『
暮
年
詩
集
』
に
大
宰
府
に
お
け
る
詩
作
が
収
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
こ
の
「
参
安
楽
寺
詩
」
も
入
集
し
、
匡
房
の
生
前
か
ら
衆
人

の
目
に
触
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
成
季
は
出
句
で
「
二
百
韻
の
詩

窃
か
に
棄
て
ら
る
」
と
詠
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
参
安
楽

寺
詩
」
は
『
暮
年
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
導
か
れ
、
さ
ら
に
『
暮
年
詩
集
』
に
は
大
宰
府
に
お
け
る
詩
作
が
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
「
暮
年
記
」
が
康
和
年
間
初
め
に
大
宰
府
で
執
筆
き
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
何
故
、
匡
房
は
大
宰
府
赴
任
を
機
に
、
そ

れ
以
前
の
詩
作
を
集
め
て
一
書
に
成
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
が
た
ま
た
ま
あ
る
分
量
に
達
し
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
匡
房
の
心
中
に
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

匡
房
の
生
涯
を
大
宰
府
赴
任
の
前
後
で
大
別
す
る
の
は
諸
家
の
一
致
し
た
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
「
暮
年
記
」
は
『
暮
年
詩

集
』
と
と
も
に
、
彼
の
前
半
生
と
そ
れ
以
後
と
に
一
線
を
画
す
る
意
味
合
い
を
こ
め
た
、
紀
念
碑
的
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

そ
れ
ま
で
の
消
極
的
な
文
学
活
動
に
対
し
て
訣
別
を
告
げ
る
意
志
を
「
記
」
か
ら
汲
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
は
、-80-

「
記
」
が
大
宰
府
で
書
か
れ
た
蓋
然
性
の
み
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
将
来
、
彼
の
生
涯
に
お
け
る
大
宰
府
赴
任
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を

深
め
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
執
筆
の
動
機
を
向
い
た
い
と
思
う
。

、
淫

（
一
）

（
一
一
）

（
一
一
一
） 「

暮
年
記
」
校
注
（
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
乃
年
岩
波
書
店
）
。

「
大
江
匡
房
の
「
暮
年
詩
記
」
に
つ
い
て
」
（
国
語
国
文
第
必
巻
第
4

号
乃
年

4

月
。
「
平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
剖
年
桜
楓
社
）
。

こ
の
「
記
」
の
内
容
は
、
匡
房
の
伝
記
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
例
え
ば
（1
）
か
ら
（
8

）
ま
で
は
、
そ
の
生
涯

の
中
で
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
学
生
時
代
の
記
述
で
あ
る
。
匡
房
の
大
学
時
代
の
経
歴
は
『
公
卿
補
任
』
に
よ
っ
て
、
給
料
学

生
か
ら
天
喜
四
年
（
一
O
五
六
）
十
二
月
二
十
九
日
、
十
六
歳
で
文
章
得
業
生
に
補
せ
ら
れ
、
同
五
年
二
月
三
十
日
、
文
章
得
業
生
外
国
と

し
て
丹
波
橡
と
な
り
、
康
平
元
年
（
一
O
五
八
）
十
二
月
二
十
九
日
、
十
八
歳
で
対
策
に
及
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
「
記
」
の
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記
述
の
中
に
は
右
を
補
な
う
内
容
を
有
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

ま
ず
（
4

）
は
、
『
続
古
事
談
』
（
巻
二
）
に
同
様
の
話
が
記
き
れ
、
末
尾
に
「
コ
ノ
詩
ヲ
内
ニ
モ
チ
テ
参
テ
御
覧
ゼ
サ
セ
ラ
レ
ケ
レ
パ
、

叡
感
ア
リ
テ
学
問
料
給
ハ
リ
ケ
リ
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
匡
房
が
給
料
学
生
と
な
っ
た
経
緯
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
貴
顕
の
催
す

詩
宴
で
文
才
を
発
揮
し
た
こ
と
に
よ
り
、
学
生
が
学
問
料
支
給
の
栄
誉
に
浴
す
る
こ
と
は
半
ば
慣
例
化
し
て
い
た
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、

永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
十
二
月
三
十
日
、
藤
原
永
範
は
藤
原
忠
通
家
詩
会
で
「
作
レ
詩
之
体
、
誠
不
一
一
滞
停
ご
と
い
う
理
由
か
ら
、
十
二

歳
で
学
問
料
支
給
の
宣
旨
を
蒙
っ
て
い
る
（
『
中
右
記
』
）
。
匡
房
は
十
一
歳
の
永
承
六
年
（
一
O
五
二
に
学
問
料
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
（6
）
に
中
原
長
国
が
任
国
で
そ
の
詩
草
を
祝
賀
し
た
と
あ
る
の
は
、
学
問
料
を
支
給
き
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
を

聞
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

（7
）
は
文
章
得
業
生
と
な
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
藤
原
明
衡
は
式
部
少
輔
。
文
章
得
業
生
を
補
任
す
る
の
は
省
試

の
一
環
で
あ
る
か
ら
、
明
衡
が
こ
こ
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
二
点
か
ら
も
「
記
」
に
見
え
る
自
讃
の
数
々
が
漫
然
と
列
挙
き
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
学
生
時
代
の
節
目

を
逐
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
（
1

）
は
大
学
寮
へ
の
入
学
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
8

）

に
匡
房
の
師
が
平
定
親
で
あ
る
と
い
う
が
、
定
親
は
長
久
二
年
（
一

O
四
こ
か
ら
永
承
七
年
（
一

O
五
二
）
ま
で
大
学
寮
東
曹
の
文
章
博

士
で
あ
っ
た
（
『
弁
官
補
任
』
）
。
こ
れ
は
匡
歳
一
歳
か
ら
十
二
歳
ま
で
の
時
期
に
当
る
。

（2
）
は
、
三
史
の
素
読
を
試
験
の
内
容
と
す
る
寮
試
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
匡
房
は
八
歳
の
永
承
三
年
寮
試
に
及
第
し
て
擬
文
章

生
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（8
）
は
康
平
元
年
の
対
策
に
関
わ
る
記
述
と
思
わ
れ
る
。
菅
原
定
義
は
天
喜
二
年
十
月
西
曹
の
文
章
博
士
と
な
り
、
康
平
五
年
十
一
月

大
学
頭
を
兼
ね
て
い
る
（
『
本
朝
統
文
粋
』
巻
六
）
。
東
曹
に
属
す
る
匡
房
の
申
請
す
る
間
頭
博
士
と
し
て
定
義
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で

あ
る
。
定
義
の
定
親
に
対
す
る
言
葉
は
、
及
第
と
判
定
し
た
時
の
祝
辞
で
は
な
か
っ
た
か
。

伊
藤
東
涯
は
『
童
替
録
』
（
巻
三
）
で
、
宋
の
貌
泰
の
『
東
軒
筆
録
』
を
引
き
、
承
暦
四
年
を
遡
る
数
年
前
、
王
安
国
（
字
は
平
甫
）
が
「
鳳

沼
」
と
「
鶏
林
」
と
の
奇
対
を
用
い
て
詩
を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

東
軒
筆
録
云
、
宋
照
寧
中
、
高
麗
使
至
二
京
師
」
語
二
知
開
封
府
一
克
縫
一
目
、
聞
下
内
翰
与
一
一
王
安
国
一
相
善

r
欲
レ
得
一
一
其
歌
詩
」
縫
自
往
求
一
一

其
題
詠
J
安
国
以
レ
詩
戯
レ
縫
目
、
宣
意
＝
一
詩
仙
来
一
一
鳳
沼
」
為
レ
伝
三
買
客
過
一
一
鶏
林
」
本
朝
承
暦
四
年
、
商
人
王
則
貞
自
二
高
麗
一
帰
。
高
麗

-81-



五

礼
賓
省
、
牒
二
大
宰
府
、
一
求
下
療
一
一
風
疾
一
医
人

Y
詞
渉
一
一
不
恭
、
一
旦
使
伶
不
レ
至
、
本
朝
返
牒
却
レ
之
。
其
詞
有
レ
日
、
双
魚
猶
難
レ
達
二
鳳
池
之

月
、
一
扇
鵠
何
得
レ
入
二
鶏
林
之
雲
」
対
偶
的
切
、
当
時
称
レ
之
。
載
在
二
朝
野
群
載
、
十
訓
抄
」
按
、
承
暦
之
元
、
接
一
一
県
寧
之
末
、
一
則
同
時
而

梢
後
失
。
鳳
池
鶏
林
、
属
対
暗
合
、
（
中
略
）
人
之
志
趣
、
亦
不
一
一
甚
相
懸
一
也
。
（
『
随
筆
百
花
苑
』
第
6

巻
幻
年
中
央
公
論
社
）

『
東
軒
筆
録
』
に
「
宋
の
照
寧
年
問
、
高
麗
使
が
都
に
到
着
し
た
。
そ
の
と
き
使
は
、
知
開
封
府
で
翰
林
学
士
を
兼
ね
て
い
た
元
縫
（
元

粋
か
）
に
「
あ
な
た
は
王
安
国
の
友
人
と
い
う
こ
と
だ
が
、
彼
に
そ
の
歌
詩
を
揮
官
宅
し
て
は
も
ら
え
ま
い
か
。
」
と
頼
ん
だ
。
そ
こ
で
縫
が
安

国
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
安
国
は
詩
を
作
っ
て
、
「
宣
意
詩
仙
来
鳳
沼
、
為
伝
買
客
過
鶏
林
。
」
（
何
と
宮
中
よ
り
詩
仙
様
が
珍
し
く
も
下
り
て
こ

ら
れ
た
か
と
思
っ
た
ら
、
俺
の
詩
草
を
商
人
が
高
麗
へ
売
り
に
ゆ
く
仲
介
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
）
と
戯
れ
た
。
」
と
あ
る
。
我
が
国
の
承

暦
四
年
、
商
人
の
王
則
貞
が
高
麗
か
ら
帰
国
し
た
。
則
貞
は
高
麗
国
礼
賓
省
か
ら
大
宰
府
に
宛
て
た
、
医
師
の
派
遣
を
要
請
す
る
牒
状
を
持

参
し
て
い
た
。
し
か
し
我
が
国
は
、
そ
の
内
容
が
礼
儀
に
黍
く
も
の
で
あ
り
、
且
つ
正
式
の
使
者
が
来
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
を

却
け
る
旨
を
返
牒
に
記
し
た
。
そ
の
中
に
「
双
魚
猶
難
達
鳳
池
之
月
、
扇
鵠
何
得
入
鶏
林
之
雲
。
」
と
あ
り
、
こ
の
対
句
が
と
て
も
見
事
だ
っ

た
の
で
、
時
人
は
こ
れ
を
称
讃
し
た
。
こ
れ
は
『
朝
野
群
載
』
と
『
十
訓
抄
』
に
載
っ
て
い
る
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
我
が
国
の
承
暦
年
間

初
め
は
宋
の
照
寧
年
間
末
に
接
し
て
い
る
。
従
っ
て
二
つ
の
逸
話
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
「
鳳
池
」
と
「
鶏
林
」
と
の
対
語
が
暗
合

す
る
と
は
、
（
さ
ら
に
劉
再
錫
の
詩
に
「
鳳
閥
」
と
「
鶏
林
」
と
を
対
語
と
し
た
用
例
を
挙
げ
て
）
人
の
詩
想
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
隔
り

の
な
い
も
の
で
あ
る
な
。

尚
、
「
高
麗
返
牒
」
に
つ
い
て
は
小
峯
和
明
氏
「
大
江
匡
房
の
高
麗
返
牒
｜
｜
述
作
と
自
讃l｜
｜
」
（
中
世
文
学
研
究
第
7

号
剖
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
二
つ
の
説
話
は
匡
房
自
身
が
提
造
し
、
自
ら
語
り
ひ
ろ
め
た
可
能
性
が
高
い
。
安
楽
寺
鳴
動
の
一
件
は
、
康
和
二
年
二
月
二
十
二
日
、

匡
房
が
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た
石
清
水
八
幡
宮
で
起
き
た
殿
舎
の
鳴
動
（
石
清
水
文
書
「
官
寺
縁
事
抄
」
）
か
ら
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
宋
天
子
云
々
の
一
件
は
、
「
白
氏
長
慶
集
序
」
に
「
鶏
林
買
人
、
（
白
居
易
の
詩
を
）
市
に
求
む
る
こ
と
頗
る
切
な
り
。
自
ら
云
ふ
、

本
国
の
宰
相
毎
に
百
金
を
以
て
一
篇
に
換
ふ
、
と
。
」
と
あ
る
の
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

詩
会
の
開
催
年
時
は
詩
序
の
本
文
中
に
「
都
府
再
動
叢
嗣
之
雲
。
」
の
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
匡
房
が
再
度
太
宰
権
帥
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
そ

れ
ほ
ど
年
月
を
経
な
い
こ
ろ
、
嘉
承
元
年
（
一
一
O
六
）
九
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
で
は
作
者
を
「
蔭
孫
匡
輔
」
と
し
、

そ
の
下
に
小
字
で
「
江
帥
」
と
注
記
す
る
。
こ
れ
は
匡
房
の
代
作
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
詩
序
中
の
「
賓
鴻
繋
書
而
噺
於

J_ー・
／、
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上
林
之
霜
、
忠
臣
何
在
、
寡
妾
構
衣
而
泣
於
南
楼
之
月
、
良
人
未
帰
。
」
の
隔
句
対
が
『
新
撰
朗
詠
集
』
（
構
衣
三
二
六
）
に
入
集
し
、
作

者
を
「
江
都
督
」
と
記
す
こ
と
か
ら
も
こ
れ
は
裏
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
大
江
氏
系
図
』
に
閲
し
て
も
、
匡
房
の
孫
に
匡
輔
な
る
人
物

は
存
在
し
な
い
。
或
は
例
の
匡
房
が
実
体
の
な
い
詩
会
を
想
定
し
、
序
者
に
架
空
の
子
孫
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

七

三
年
（
一
一
O

四
年
（
一
一
O

年

時

承
徳
二
年
（
一
O
九
八

康
和
元
年
（
一
O
九
九

二
年
ご
一

0
0

事

項
（
年
時
の
判
明
す
る
作
品
の
み
を
掲
ぐ
）

九
月
、
大
宰
府
に
下
向
す
。

一
一
月
、
八
幡
大
菩
薩
法
楽
の
た
め
、
僧
六
口
を
豊
前
、
御
許
山
に
置
き
、
法
華
三
昧
を
修
せ
し
め
、
「
御
一

許
山
法
華
三
昧
縁
起
」
を
執
筆
す
。
（
「
官
寺
縁
事
抄
」
）

閏
九
月
、
大
般
若
経
供
養
を
行
な
い
、
願
文
を
執
筆
す
。
（
「
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
ご

八
月
、
「
参
安
楽
寺
詩
」
を
賦
す
。
（
「
本
朝
続
文
粋
』
巻
二

九
月
、
安
楽
寺
内
に
満
願
院
を
建
立
し
、
願
文
を
執
筆
す
。
（
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
二
）

こ
の
年
、
「
宮
崎
宮
記
」
を
作
る
。
（
「
朝
野
群
載
』
巻
三
）

八
月
、
安
楽
寺
の
祭
を
創
始
し
、
そ
の
寛
宴
に
詩
序
を
執
筆
す
。
（
『
本
朝
統
文
粋
』
巻
八

正
月
、
太
宰
権
師
を
辞
す
。

三
月
、
安
楽
寺
に
曲
水
宴
を
催
し
、
詩
序
を
執
筆
す
。
（
本
朝
続
文
粋
』
巻
八
）

六
月
、
「
宇
佐
宮
新
堂
願
文
」
を
執
筆
す
。
（
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
三
）

帰
洛
す
。
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